
【
伐
採
届
出
制
度
の
拡
充
】

　

多
様
で
健
全
な
森
林
を
守
る
た
め
に
は
、森
林
を
伐
採

し
た
後
に
、適
切
に
更
新
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、森
林
所
有
者
等
に
対
し
、伐
採
及
び
伐
採

後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

今
後
、本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
た
人
工
林
の
伐
採
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
、こ
う
し
た
制
度
に
よ
り
、市
町

村
長
が
伐
採
後
の
森
林
の
状
況
を
し
っ
か
り
と
把
握
し

適
切
に
指
導
・
監
督
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、更
新
の

確
保
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

改正森林法・森林組合法等が
施行されました

TOPICS

02

　平成28年５月に可決・成立した「森林法等の一部を改正する法律」が、今年４月に施行されました。森林資源
の循環利用や公益的機能の維持増進を図るため、新たに措置された制度の適切な運用と効果的な活用が重要
です。以下に主な制度の概要を紹介します。

【
共
有
者
不
確
知
森
林
制
度
の
創
設
】

　

共
有
林
の
所
有
者
の
一
部
が
所
在
不
明
な
森
林（
共
有

者
不
確
知
森
林
）で
あ
っ
て
も
、市
町
村
長
に
よ
る
公
告
、

都
道
府
県
知
事
の
裁
定
等
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ

り
、立
木
の
共
有
持
分
の
移
転
や
土
地
の
使
用
権
を
設
定

で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、こ
れ
ま
で

は
共
有
者
の
一
部
が
不
確
知
で
あ
っ
た
た
め
伐
採
や
造

林
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
森
林
に
お
い
て
、森
林

整
備
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

※１及び４の届出や報告を行わないと罰則が適用されます。
　伐採及び伐採後の造林の届出：100万円以下の罰金
　伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告：30万円以下の罰金）

90日〜 30日の間

30日以内

　１	市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出

　２	伐採の実施

　３	造林の実施

　４	市町村長に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の　　	状況報告」を提出

新 設

立木所有権の移転等の流れ

共有林の一部の所有者が不確知
である旨の公告をするよう市町
村長に申請

立木持分の移転、土地使用権の取
得に関する裁定を都道府県知事
に申請

移転する立木持分等の額を補償
金として供託

伐採等の実施

不確知所有者等から申出がなかった場合

市町村長による公告

都道府県知事による裁定

不確知者の立木持分の移転等

公告の申請

裁定の申請

補償金の供託
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【
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
を
強
化
】

　

深
刻
化
す
る
シ
カ
等
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
森
林
被
害
対

策
を
強
化
す
る
た
め
、市
町
村
森
林
整
備
計
画
等
に
お
い

て
、鳥
獣
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
森

林
の
区
域（「
鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
」）及
び
当
該
区
域
内

に
お
け
る
鳥
獣
害
防
止
の
方
法
を
定
め
、計
画
に
基
づ
き
、

鳥
獣
害
防
止
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
に
、鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
内
に
あ
る
森
林
経
営
計
画

対
象
森
林
に
お
い
て
人
工
植
栽
を
計
画
す
る
場
合
は
、森
林

経
営
計
画
に
防
護
柵
の
設
置
等
被
害
防
止
対
策
の
記
載
が

必
要
と
な
り
ま
す（
こ
の
措
置
は
、平
成
29
年
４
月
１
日
以

降
に
作
成
・
変
更
す
る
森
林
経
営
計
画
が
対
象
で
す
）。

【
要
間
伐
森
林
制
度
の
拡
充
】

　

市
町
村
長
は
、間
伐
等
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ

る
森
林（
要
間
伐
森
林
）に
つ
い
て
、そ
の
所
有
者
に
間
伐

等
の
実
施
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。今
般
の
改
正

に
よ
り
、要
間
伐
森
林
の
間
伐
等
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と

で
影
響
を
受
け
る
者（
利
害
関
係
者
）が
、市
町
村
長
に
対

し
て
要
間
伐
森
林
の
通
知
を
す
べ
き
旨
を
申
請
で
き
る

こ
と
と
な
り
、市
町
村
が
新
た
な
要
間
伐
森
林
を
認
識
し

や
す
く
な
り
ま
す
。

【
林
地
台
帳
制
度
の
創
設
】

　

市
町
村
が
、森
林
の
土
地
の
所
有
者
や
境
界
に
関
す
る

情
報
を
一
元
的
に
と
り
ま
と
め
た
林
地
台
帳
を
作
成
し
、

そ
の
内
容
の
一
部
を
公
表
す
る
新
た
な
仕
組
み
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。林
地
台
帳
制
度
は
、平
成
31
年
４
月
か
ら

本
格
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。国
が
作
成

し
た
整
備
・
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
も
活
用
し
、都
道
府
県
・

市
町
村
に
お
い
て
台
帳
整
備
に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

【
違
法
開
発
に
係
る
罰
則
の
強
化
】

　

１
ha
を
超
え
て
森
林
を
開
発
す
る
と
き
は
、周
辺
に
悪

影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
森
林
法
に
基
づ
く
林
地
開
発
許

可
制
度
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
が
必
要
と
な
り

ま
す
。近
年
、無
許
可
開
発
等
の
違
反
行
為
が
増
加
し
て

い
る
た
め
、今
回
の
法
改
正
で
は
、違
反
行
為
者
に
対
す

る
罰
則
を
、こ
れ
ま
で
の
１
５
０
万
円
以
下
の
罰
金
か

ら
、３
年
以
下
の
懲
役
又
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
へ

と
強
化
し
て
い
ま
す
。

区域の設定対象とする森林
・対象鳥獣による被害がある森林
・対象鳥獣による被害発生のおそれのある森林
鳥獣害防止対策の例
・鳥獣害の防止のための防護柵等の設置
・わなその他の方法による鳥獣害の原因となっている鳥獣の捕獲
・その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置

【
森
林
経
営
事
業
の
拡
大
】

　

森
林
組
合
が
自
ら
森
林
の
経
営
を
行
う
森
林
経
営
事

業
に
つ
い
て
、森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増

進
の
目
的
以
外
に
、林
業
事
業
を
行
う
組
合
員
の
利
益
の

増
進
を
図
る
目
的
で
も
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、森
林
経
営
事
業
の
実
施
に
際
し
て
も
、総
組
合

員
の
数
が
８
０
０
人
を
超
え
る
森
林
組
合
に
お
い
て
は
、

総
組
合
員
の
３
分
の
２
以
上
の
書
面
同
意
の
手
続
に
代

え
て
、総
会
の
特
別
議
決
を
経
る
こ
と
で
森
林
経
営
事
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、森
林
組
合
だ
け
で
は
な
く
、森
林
組
合
連
合

会
も
森
林
経
営
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

【
生
産
森
林
組
合
の
組
織
変
更
制
度
の
創
設
】

　

生
産
森
林
組
合
の
中
に
は
、更
な
る
事
業
の
多
角
化
や

事
業
規
模
拡
大
を
図
る
意
向
を
持
っ
て
い
る
場
合
等
が

あ
り
、こ
の
よ
う
な
組
合
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
及
び
合

同
会
社
へ
の
組
織
変
更
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、組
合
員
の
高
齢
化
や
不
在
村
化
等
に
よ
り
活
動

が
低
位
と
な
り
、組
合
自
ら
森
林
の
経
営
事
業
を
行
い
得

る
体
制
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
生
産
森
林
組
合

等
が
あ
り
、こ
の
よ
う
な
組
合
に
つ
い
て
は
認
可
地
縁
団

体
へ
の
組
織
変
更
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
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